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-------------------------------------------------------------------------------------- 

厚労省・国交省「建設業の人材確保・育成

に向けた取組」～令和７年度予算概算要求

の概要 

厚労省・国交省は９月２日、「令和７年度予算

概算要求の概要」を公表し、建設業の人材確保・

育成に多角的に取り組んでいく方針を示しました。 

 両省は、建設業の技能者のうち約４分の１を 60

歳以上が占める現状等を踏まえ、特に若者・女性

の定着促進等に重点を置き、処遇改善や働き方改

革などを一体として進め、人材確保・育成を進めて

いくことが重要とした上で、これまでに続き連携した取

組みを促進するこことしています。 

◆取組みと概算要求の概要 

この取組みにかかる両省の予算は、以下の３つの

重点事項で取りまとめられています。 

① 人材確保   

② 人材育成   

③ 魅力ある職場づくり 

①については、建設業への入職や定着を促すた

めの施策として、国交省では働き方改革等にかかわ

る施策や実態調査の実施を、厚労省では建設キャ

リアアップシステム（※）等活用促進コース（仮称）創

設等を通じた助成金支援やマッチング支援などを、

それぞれ継続・拡充していくとしています。ほかにも、

例えば厚労省は②については職業訓練の実施、③

については働き方改革推進支援助成金による支

援・一人親方等の安全衛生対策支援事業などを

引き続き実施していくとしています。 

 人手不足や、いわゆる建設業における 2024 年問

題など、建設業を取り巻く状況は深刻化していま

す。こうした状況をうけ、政府としても各種取組みを

推進していくことと思われます。 

ご関心のある制度、法令等や安全衛生について

ご不明点がある際は、どうぞ弊所にご相談ください。 

※建設キャリアアップシステム：建設技能者の処

遇改善をめざし国交省と建設業団体が連携して

推進している、技能者の資格や就業履歴等を登

録・蓄積し能力評価につなげる取組み。 

 

外部シニア人材の受入れに前向きな中小企

業は約６割～日本商工会議所・東京商工

会議所の調査より 

日本商工会議所・東京商工会議所は９月５日、

「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関

する調査」の集計結果を発表しました。全国の 338

商工会議所が 2024 年７月８日～31日に調査を

実施し、2,392社から回答を得ています。 

◆人手が「不足している」と回答した企業は 63％ 

人手が「不足している」と答えた企業は 63.0%と前

年比 5.0 ポイント低下していますが、依然として厳し

い状況が続いています。 

人手不足企業の６割超（65.5％）が、事業運営

への影響について、「非常に深刻（廃業のおそれ）」

（4.2％）または「深刻（事業継続に支障が出るおそ

れ）」（61.3％）と回答しています。 

◆中小企業の約６割が外部シニア人材の受入れに

前向き 

シニア人材の活用について、法定下限（60 歳）を

超える 61歳以上の定年の措置を講じている企業

は 52.2％で半数を超えています。定年後、法律上

の義務（65歳まで）を超える継続雇用の措置を講じ

冨労務管理事務所便り 

2024 年 10 月号  

社会保険労務士法人 

○  

連絡先：〒374－0027  

    群馬県館林市富士見町 5番 30号 

電 話：0276-72-2366   

ＦＡＸ：0276-70-1069 

ｅ－ｍａｉｌ：tomi-roumu@krc.biglobe.ne.jp 



 2 

ている企業は 63.2％、「上限はない」とする企業は

32.0％でした。規模が小さい企業ほど、シニア人材

に対して年齢に関わらない処遇を行っている企業が

多い傾向です。 

回答企業の４社に１社（25.5％）が外部シニア人

材を既に「受け入れている」と回答し、「適当な人材

がいれば受け入れたい」（35.2％）と合わせると、約６

割（60.7％）が受入れに前向きです。 

また、外部シニア人材の採用ルートは、「公的職

業紹介」（62.7％）、「従業員による紹介」

（47.3％）、「民間職業紹介」（36.1％）の順で多く

なっており、「リファラル採用」として注目されている

「従業員による紹介」が半数近くに達しています。 

◆外国人材の受入れに前向きな企業は半数以上 

外国人材を「既に受け入れている」企業は

24.6％で２割を超えています。「今後受け入れる予

定」（4.5％）、「受け入れるか検討中」（22.5％）と合

わせると、半数以上（51.6％）が外国人材の受入れ

に前向きな意向です。 

 

マイナ保険証への移行に伴う対応について 

◆９月９日から「資格情報のお知らせ」送付開始 

12 月２日以降、健康保険証がマイナ保険証へと

移行します。協会けんぽでは、９月９日から既加入

者に対する「資格情報のお知らせ」の送付を行ってい

ます。 

この「資格情報のお知らせ」は、令和６年 12 月か

ら健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康

保険の記号・番号の確認等に用いるもので、一部

は被保険者が携帯しやすいよう切り取って利用可能

なレイアウトの紙製カードとなっています。 

特定記録郵便で会社に送付されてきますので、

各被保険者に配付等する必要があります。なお、12

月２日以降の新規加入者については、資格取得時

に送付されてくることとなります。 

◆従来の被保険者証の扱い 

 マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証がす

ぐに使えなくなるわけではありません。そのため、令和

７年 12 月１日までに退職する従業員からは、従来

どおり保険証を返納してもらう必要があります。令和

７年 12 月２日以降は、被保険者による自己破棄

も可能となりますので、返納してもらわなくても構いま

せん。 

◆マイナ保険証を持っていない加入者への「資格確

認書」の発行 

 新規加入者については、12 月２日以降、資格取

得届などによる本人からの申請に基づき、会社を経

由してマイナ保険証を持っていない加入者に発行さ

れます。 

 既存の加入者については、令和７年 12 月２日ま

でに協会けんぽが必要と判断した人に対して発行さ

れます。 

 なお、資格確認書の取扱いについても、従来の被

保険者同様、有効期限内に退職した場合、会社に

返納してもらう必要がありますので退職手続時にあ

わせて回収しましょう。 

 

10 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

31日 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

７月～９月分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

○ 労働保険料の納付＜延納第２期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 


